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お客さま各位 

 

利根郡信用金庫 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みに関するお知らせ 

 

平素は当金庫に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

当金庫にて取り扱っております、手形・小切手に関しましては、政府より公表された成

長戦略実行計画に「2026年度末までに約束手形の利用廃止・小切手の全面的な電子化を図

る」ことが盛り込まれており、全国銀行協会では「電子手形交換所における手形・小切手

の交換枚数をゼロにする」ことを目標に掲げております。 

これを受け、当金庫では手形・小切手の全面的な電子化に向けて 2025年 10月 1日より、

下記の対応を実施いたします。 

 

記 

 

1. 2027年 4月以降を期日とする手形・小切手の代金取立の受付停止 

2027年 4月以降を期日とする手形等（2027年 4月以降を振出日とする先日付小切手

を含む）について、代金取立の受付を終了します。該当の手形をお持ちのお客様につい

ては、2025年 9月 30日までにお取引店にお持ち込みください。 

 

2. 当座預金の新規口座開設の停止 

当座預金の新規口座開設を停止します。事業資金にかかる新規口座の開設を希望さ

れる場合は、「普通預金口座」をご利用ください。 

なお、現在当座預金をご利用のお客様につきましては、引き続き当座預金をご利用い

ただけるほか、2025 年 4 月 1 日より、払戻請求書による当座勘定からの払戻しの取扱

を開始しております。払戻しをご希望の際には、お取引店の店頭等で、当金庫所定の払

戻請求書へ記名押印をしご提出いただくことで、小切手を振り出すことなく払戻しが

可能となっております。また、払戻しに際して、当金庫の定める本人確認等の手続きを

求めることがあります。 

 

3. 電子的な決済方法への移行推奨について 

当金庫では、法人・個人事業主様向けのインターネットバンキングや電子記録債権サ

ービスをご用意しておりますので、手形・小切手の代替手段として電子的決済手段への

移行をご検討いただきますようお願い申し上げます。 

 

以上 


